
大阪市水道事業管理規程第20号 

 

大阪市水道局の育児部分休業等に係る勤務条件制度の改正に伴う関係規程の整備に関 

する規程 

 

（大阪市水道局職員就業規程の一部改正） 

第１条 大阪市水道局職員就業規程（平成５年大阪市水道事業管理規程第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（勤務時間） 

第３条 職員（会計年度任用職員等（地方公

務員法（昭和 25年法律第 261号。以下

「法」という。）第22条の２第１項に規定

する会計年度任用職員及び法第22条の３第

１項又は地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第110号。以下「育児

休業法」という。）第６条第１項の規定に

より臨時的に任用された職員をいう。第17

条において同じ。）を除く。以下第15条ま

で及び第16条の２において同じ。）の勤務

時間（第３項から第６項までに規定する勤

務時間を除く。）は、第６条第１項第２号

及び第３号に規定する休日のある週（土曜

日から金曜日までの７日をいう。以下この

条において同じ。）を除く１週間につい

て、休憩時間を除き、38時間45分とする。 

[２～７ 略] 

第13条の２ [略] 

（勤務時間） 

第３条 職員（会計年度任用職員等（地方公

務員法（昭和 25年法律第 261号。以下

「法」という。）第22条の２第１項に規定

する会計年度任用職員及び法第22条の３第

１項又は地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第110号。以下「育児

休業法」という。）第６条第１項の規定に

より臨時的に任用された職員をいう。第17

条において同じ。）を除く。以下第15条ま

でにおいて同じ。）の勤務時間（第３項か

ら第６項までに規定する勤務時間を除

く。）は、第６条第１項第２号及び第３号

に規定する休日のある週（土曜日から金曜

日までの７日をいう。以下この条において

同じ。）を除く１週間について、休憩時間

を除き、38時間45分とする。 

[２～７ 同左] 

第13条の２ [同左] 



２ １時間を単位とする介護休暇は、１日を

通じ４時間（当該介護休暇と要介護者を異

にする介護時間の承認を受けて勤務しない

時間がある日については、当該４時間から

当該介護時間の承認を受けて勤務しない時

間を減じた時間）の範囲内とする。 

 

 

（介護時間） 

第13条の３ [略] 

[２ 略] 

３ 介護時間は、１日を通じ２時間（第16条

の２に規定する部分休業の承認のうち、職

員の育児休業等に関する条例（平成４年大

阪市条例第４号。以下「育児休業条例」と

いう。）第19条第１項に規定する第１号部

分休業の承認の例による承認を受けて勤務

しない時間がある日については、当該２時

間から当該第１号部分休業の承認の例によ

る承認を受けて勤務しない時間を減じた時

間）の範囲内とする。 

（部分休業） 

第16条の２ 局長は、次に掲げる職員を除く

職員が請求した場合において、業務の運営

に支障がないと認めるときは、当該職員が

小学校就学の始期に達するまでの子を養育

するため一日の勤務時間の全部又は一部に

ついて勤務しないこと（以下この条におい

て「部分休業」という。）を承認すること

ができるものとし、承認する時間の範囲及

び請求方法その他承認に関しては、育児休

業条例に基づく部分休業の承認の例によ

２ １時間を単位とする介護休暇は、１日を

通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の

時刻まで連続した４時間（当該介護休暇と

要介護者を異にする介護時間の承認を受け

て勤務しない時間がある日については、当

該４時間から当該介護時間の承認を受けて

勤務しない時間を減じた時間）の範囲内と

する。 

（介護時間） 

第13条の３ [同左] 

[２ 同左] 

３ 介護時間は、１日を通じ、始業の時刻か

ら連続し、又は終業の時刻まで連続した２

時間（職員の育児休業等に関する条例（平

成４年大阪市条例第４号）第19条第１項に

規定する部分休業の承認を受けて勤務しな

い時間がある日については、当該２時間か

ら当該部分休業の承認を受けて勤務しない

時間を減じた時間）の範囲内とする。 

 

 

 

[新設] 



る。 

 ⑴ 育児短時間勤務職員等 

 ⑵ １週間の勤務日が３日以上とされてい

る非常勤職員又は週以外の期間によって

勤務日が定められている非常勤職員で１

年間の勤務日が121日以上であるもの以

外の非常勤職員（法第22条の４第１項に

規定する短時間勤務の職を占める職員を

除く。） 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市水道局臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正） 

第２条 大阪市水道局臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平成31年大阪市水

道事業管理規程第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる対象規定を加える。 

改正後 改正前 

第10条 [略] 

２ １時間を単位とする介護休暇は、１日を

通じ４時間（当該介護休暇と要介護者を異

にする介護時間の承認を受けて勤務しない

時間がある日については、当該４時間から

当該介護時間の承認を受けて勤務しない時

間を減じた時間）の範囲内とする。 

 

 

（介護時間） 

第11条 [略] 

[２ 略] 

３ 介護時間は、１日を通じ２時間（第11条

の２に規定する部分休業の承認のうち、職

第10条 [同左] 

２ １時間を単位とする介護休暇は、１日を

通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の

時刻まで連続した４時間（当該介護休暇と

要介護者を異にする介護時間の承認を受け

て勤務しない時間がある日については、当

該４時間から当該介護時間の承認を受けて

勤務しない時間を減じた時間）の範囲内と

する。 

（介護時間） 

第11条 [同左] 

[２ 同左] 

３ 介護時間は、１日を通じ、始業の時刻か

ら連続し、又は終業の時刻まで連続した２



員の育児休業等に関する条例（平成４年大

阪市条例第４号。以下「育児休業条例」と

いう。）第19条第１項に規定する第１号部

分休業の承認の例による承認を受けて勤務

しない時間がある日については、当該２時

間から当該第１号部分休業の承認の例によ

る承認を受けて勤務しない時間を減じた時

間）の範囲内とする。 

（部分休業） 

第11条の２ 局長は、臨時的任用職員が請求

した場合において、業務の運営に支障がな

いと認めるときは、当該職員が小学校就学

の始期に達するまでの子を養育するため一

日の勤務時間の全部又は一部について勤務

しないこと（以下この条において「部分休

業」という。）を承認することができるも

のとし、承認する時間の範囲及び請求方法

その他承認に関しては、育児休業条例に基

づく部分休業の承認の例による。 

時間（職員の育児休業等に関する条例（平

成４年大阪市条例第４号）第19条第１項に

規定する部分休業の承認を受けて勤務しな

い時間がある日については、当該２時間か

ら当該部分休業の承認を受けて勤務しない

時間を減じた時間）の範囲内とする。 

 

 

 

[新設] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正） 

第３条 大阪市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（令和元年大阪市

水道事業管理規程第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる対象規定を加える。 

改正後 改正前 

第13条 [略] 

２ １時間を単位とする介護休暇は、１日を

通じ４時間（当該介護休暇と要介護者を異

にする介護時間の承認を受けて勤務しない

第13条 [同左] 

２ １時間を単位とする介護休暇は、１日を

通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の

時刻まで連続した４時間（当該介護休暇と



時間がある日については、当該４時間から

当該介護時間の承認を受けて勤務しない時

間を減じた時間）の範囲内とする。 

 

 

（介護時間） 

第14条 [略] 

[２ 略] 

３ 介護時間は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、１日を通じ当該各号に定める時

間（第14条の２に規定する部分休業の承認

のうち、職員の育児休業等に関する条例

（平成４年大阪市条例第４号。以下「育児

休業条例」という。）第19条第１項に規定

する第１号部分休業の承認の例による承認

を受けて勤務しない時間がある日について

は、２時間から当該第１号部分休業の承認

の例による承認を受けて勤務しない時間を

減じた時間（第２号に掲げる場合であっ

て、当該時間が同号に定める時間を超える

ときは、同号に定める時間））の範囲内と

する。 

[⑴・⑵ 略] 

（部分休業） 

第14条の２ 局長は、１週間の勤務日が３日

以上とされている会計年度任用職員又は週

以外の期間によって勤務日が定められてい

る会計年度任用職員で１年間の勤務日が

121日以上であるものが請求した場合にお

いて、業務の運営に支障がないと認めると

きは、当該職員が小学校就学の始期に達す

るまでの子を養育するため一日の勤務時間

要介護者を異にする介護時間の承認を受け

て勤務しない時間がある日については、当

該４時間から当該介護時間の承認を受けて

勤務しない時間を減じた時間）の範囲内と

する。 

（介護時間） 

第14条 [同左] 

[２ 同左] 

３ 介護時間は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、１日を通じ、始業の時刻から連

続し、又は終業の時刻まで連続した当該各

号に定める時間（職員の育児休業等に関す

る条例(平成４年大阪市条例第４号）第19

条第１項に規定する部分休業の承認を受け

て勤務しない時間がある日については、２

時間から当該部分休業の承認を受けて勤務

しない時間を減じた時間（第２号に掲げる

場合であって、当該時間が同号に定める時

間を超えるときは、同号に定める時間））

の範囲内とする。 

 

 

[⑴・⑵ 同左] 

 

[新設] 



の全部又は一部について勤務しないこと

（以下この条において「部分休業」とい

う。）を承認することができるものとし、

承認する時間の範囲及び請求方法その他承

認に関しては、育児休業条例に基づく部分

休業の承認の例による。 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市水道局企業職員給与規程の一部改正） 

第４条 大阪市水道局企業職員給与規程（昭和42年大阪市水道事業管理規程第２号）の一部を次の

ように改正する。 

  次の表により、改正後欄に掲げる対象規定を加える。 

改正後 改正前 

（給与が減額されることとなる勤務しないこ

とについての管理者の承認等） 

第30条 条例第15条第１項の規定により管理

者が定める職員が勤務しないことについて

の管理者の承認は、次のとおりとする。 

[⑴～⑶ 略] 

(3の2) 部分休業の承認 

[⑷～⑹ 略] 

（給与が減額されることとなる勤務しないこ

とについての管理者の承認等） 

第30条 [同左] 

 

 

[⑴～⑶ 同左] 

[新設] 

[⑷～⑹ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市水道局企業職員の職務の級及び号給を決定する基準等に関する規程の一部改正） 

第５条 大阪市水道局企業職員の職務の級及び号給を決定する基準等に関する規程（令和６年大阪

市水道事業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定の改正

前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改

正前欄にこれに対応するものを掲げていないものを加える。 

改正後 改正前 

http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


（勤務成績に応じた昇給の号給数） 

第20条 [略] 

[２・３ 略] 

４ 前項各号の休職等の事由は、次に掲げる

事由とする。 

[⑴～⑺ 略] 

⑻ 大阪市水道局職員就業規程（平成５年

大阪市水道事業管理規程第３号）第16条

の２に規定する部分休業（１日単位のも

のに限る。以下「育児部分休業」とい

う。） 

⑼～⒁ [略] 

[５ 略] 

（復職等をした職員の号給の調整） 

第32条 休職を命ぜられ、若しくは地方公営

企業等の労働関係に関する法律第６条第１

項ただし書に規定する許可（以下この条に

おいて「専従許可」という。）を受けた職

員が復職し、派遣職員、育児休業をしてい

る職員、育児部分休業をしている職員、自

己啓発等休業をしている職員若しくは配偶

者同行休業をしている職員が職務に復帰

し、又は病気休暇（連続して７日以上のも

のに限る。）、介護休暇若しくはやむを得

ない事由によるものとして局長が定める欠

勤のため勤務しなかった職員が再び勤務す

るに至った場合において、他の職員との均

衡上必要があると認められるときは、休職

期間、専従許可の有効期間、派遣期間、育

児休業をした期間、育児部分休業をした期

間、自己啓発等休業をした期間、配偶者同

行休業をした期間、休暇の期間又は欠勤の

（勤務成績に応じた昇給の号給数） 

第20条 [同左] 

[２・３ 同左] 

４ [同左] 

 

[⑴～⑺ 同左] 

[新設] 

 

 

 

 

⑻～⒀ [同左] 

[５ 同左] 

（復職等をした職員の号給の調整） 

第32条 休職を命ぜられ、若しくは地方公営

企業等の労働関係に関する法律第６条第１

項ただし書に規定する許可（以下この条に

おいて「専従許可」という。）を受けた職

員が復職し、派遣職員、育児休業をしてい

る職員、自己啓発等休業をしている職員若

しくは配偶者同行休業をしている職員が職

務に復帰し、又は病気休暇（連続して７日

以上のものに限る。）、介護休暇若しくは

やむを得ない事由によるものとして局長が

定める欠勤のため勤務しなかった職員が再

び勤務するに至った場合において、他の職

員との均衡上必要があると認められるとき

は、休職期間、専従許可の有効期間、派遣

期間、育児休業をした期間、自己啓発等休

業をした期間、配偶者同行休業をした期

間、休暇の期間又は欠勤の期間を別表第８

に定める休職期間等換算表に定めるところ



期間を別表第８に定める休職期間等換算表

に定めるところにより換算して得た期間を

引き続き勤務したものとみなして、復職

し、職務に復帰し、若しくは再び勤務する

に至った日及び同日後における最初の昇給

日又はそのいずれかの日に局長が定めると

ころにより、昇給の場合に準じてその者の

号給を調整することができる。 

別表第８（第32条関係） 

 休職期間等換算表 

休職等の期間 換算率 

[略] 

[育児休業をした期間] [略] 

育児部分休業をした期

間 

３／３以下 

[略] 
〇 

により換算して得た期間を引き続き勤務し

たものとみなして、復職し、職務に復帰

し、若しくは再び勤務するに至った日及び

同日後における最初の昇給日又はそのいず

れかの日に局長が定めるところにより、昇

給の場合に準じてその者の号給を調整する

ことができる。 

 

別表第８（第32条関係） 

 休職期間等換算表 

休職等の期間 換算率 

[同左] 

[育児休業をした期間] [同左] 

[新設] 

 

 

[同左] 
〇 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正） 

第６条 大阪市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程（令和元年大阪市水道事業管理規程第

８号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正後欄に掲げる対象規定を加える。 

改正後 改正前 

（給与の減額） 

第12条 会計年度任用職員が所定の勤務日又

は勤務時間中に勤務しないときは、その勤

務しないことについての局長の承認（次に

掲げるものを除く。）があった場合を除く

ほか、その勤務しない１日又は１時間につ

き、勤務１日又は１時間当たりの給与額を

その者に支給すべき給与の額から減額す

（給与の減額） 

第12条 [同左] 

 

 

 

 

 

 



る。 

[⑴～⑵ 略] 

(2の2) 部分休業の承認 

[⑶～⑸ 略] 

[２ 略] 

 

[⑴～⑵ 同左] 

[新設] 

[⑶～⑸ 同左] 

[２ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

（大阪市水道局臨時的任用職員の給与に関する規程の一部改正） 

第７条 大阪市水道局臨時的任用職員の給与に関する規程（平成31年大阪市水道事業管理規程第12

号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正後欄に掲げる対象規定を加える。 

改正後 改正前 

（給与の減額） 

第７条 職員が所定の勤務日又は勤務時間中

に勤務しないときは、その勤務しないこと

についての大阪市水道局長（以下「局長」

という。）の承認（次に掲げるものを除

く。）があった場合を除くほか、その勤務

しない１日又は１時間につき、勤務１日又

は１時間当たりの給与額をその者に支給す

べき給与の額から減額する。 

[⑴～⑶ 略] 

(3の2) 部分休業の承認 

[⑷～⑹ 略] 

[２ 略] 

（給与の減額） 

第７条 [同左] 

 

 

 

 

 

 

 

[⑴～⑶ 同左] 

[新設] 

[⑷～⑹ 同左] 

[２ 同左］ 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

附 則 

 この規程は、令和７年10月１日から施行する。 

（令和７年９月30日掲示済） 


